
随意契約結果一覧表 （令和５年４月～令和５年９月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２０３０

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和５年度地方税電子申告
支援サービス提供業務

株式会社　ＴＫＣ 月額　\465,300 令和5年4月1日

　当該事業者は、「北九州市地方税ポータルシステム(eLTAX)に係るＡＳＰ
サービス提供業務」（以下「現行業務」という）を受託し、本市は地方税共同
機構が管理運営する地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）を利用するにあた
り、機構が認定した認定委託先事業者である当該事業者よりＬＧＷＡＮ－ＡＳ
Ｐ方式によるコンピュータサービスのサービス提供を受けている。
　本業務では、令和５年４月１日より地方税共通納税システムの対象税目が拡
大されることに伴い、受託者より税目拡大に対応した共通納税に係るＡＳＰ
サービスの提供及び運用の支援を受けるものである。
　よって、本業務の目的や内容から判断して、当該事業者以外に効果的で効率
的な委託ができる者がいない。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

月額465,300円
×12月＝
5,583,600円

税務関連相続人調査にかか
る事業化可能性調査業務

株式会社シンク 2,643,030 令和5年4月1日

　株式会社シンクは、市税の賦課徴収業務において必要となる「税務関連相続
人調査業務」を令和４年度に受託した。この間、進捗を管理するツールの導入
等、効率的な事務手順・体制の検討・構築を図りながら、同調査を実施してき
たところである。
　本業務は、今後の相続調査の外部委託の有効性や、市税以外の業務への拡大
の可能性を検証するものであり、これまで蓄積した経験やノウハウを有する株
式会社シンク以外では、効果的な実施が困難であるため、特命随意契約を行う
もの。

自治法
施行令
第６号

非公表
（公表することに
より、業務の円滑
な遂行に支障を及
ぼす特別の事情が
ある）

令和５年度税務システム等
の標準化支援業務

アクセンチュア株式会社 20,900,000 令和5年7月7日

　本業務は、国が示す令和７年度までの情報システム標準化に向けて、本市が
標準システムに円滑に移行するための支援を行うものである。
　本業務の実施にあたっては、国が示す標準化に関する知識だけでなく、本市
の税務事務やシステム構成などの知識が必要である。
　当該事業者は、「市税及び税外債権関連業務委託」として、個人市民税の賦
課業務や徴収業務、運用支援業務などを包括的に受託していることから、本市
の税務事務やシステム構成に精通しているため、これらの知識の習得等にかか
るコスト（人・時間）が不要である。
　また、当該事業者は、令和４年度も本業務を受託しており、支援の継続性を
勘案すると、同一の受託者による支援が望ましい。
　以上の理由から、当該事業者以外に効率的かつ経済的に業務を遂行できる者
がいないと判断して、当該事業者に特命で委託することとしたい。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

財政局税制課



随意契約結果一覧表 （令和５年４月～令和５年９月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２０３０

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

財政局税制課

北九州テクノセンタービル
２階事務所原状回復業務委
託

株式会社グローバルマー
ケット

3,783,544 令和5年9月11日

　北九州テクノセンタービル２Ｆ（２０１～２０４、２０６、２０７号室）に
ついては、令和４年９月３０日まで財政局税務部課税第二課及び受託事業者の
執務スペースとして使用し、現在税務部会議室及び保管庫として使用してい
る。
　このたび令和５年９月３０日を持って退去することとなり、本市の使用によ
り汚損した箇所について原状回復を図る必要があり、管理会社である株式会社
グローバルマーケットに原状回復業務を委託するものである。
　今回の業務内容にあたっては、北九州テクノセンタービルの設計図書や設備
情報については株式会社グローバルマーケットのみが保有しているため、他社
が行うことができない。（提出書類により確認）
　よって株式会社グローバルマーケットでなければ当該業務の履行ができない
ことが明らかである。

自治法
施行令
第２号

3,826,257

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号



随意契約結果一覧表 （令和５年４月～令和５年９月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２０３５

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和６年度向け 固定資産
(土地)の評価に係る標準宅
地の時点修正率算出業務

公益社団法人 福岡県不動
産鑑定士協会

12,822,920 令和5年7月3日

　今回の時点修正率算出業務は、令和６基準年度向けの評価
を行うにあたって実施した令和５年1 月1 日時点（価格調査
基準日）における標準宅地の標準価格について、令和５年１
月１日から令和５年７月１日までの時点修正率を算出するも
のであり、時点修正率の算定にあたっては、以下の要件を満
たすことが必要となる。
・限られた期間内に大量の標準宅地（２，５２８地点）の時
点修正率算定の取りまとめを行うこと。
・令和５年1 月1 日時点（価格調査基準日）の標準宅地に係
る標準価格との整合性を図ること
・標準宅地と地価公示地及び県基準地との面的な価格バラン
スを図ること
　公益社団法人 福岡県不動産鑑定士協会（以下、「協会」
という。）は、地価公示及び県地価調査の業務も受託してい
るため、地価公示及び地価調査と一体となった組織的な調
査、情報収集及び分析を行うことが可能となり、適正かつ効
果的にバランス調整を図ることができる。また、限られた期
間で大量の標準宅地の時点修正の算出を行うには、相当数の
不動産鑑定士等に対する迅速な連絡調整及び取りまとめ作業
が必要である。協会は、不動産鑑定士等への指示命令系統が
確立しており、相当数の不動産鑑定士等への連絡調整及び取
りまとめ業務が迅速かつ円滑に行うことができる。本市の地
価事情に精通した不動産鑑定士等の大多数が加入している協
会は、不動産の鑑定評価に関する法律第48 条にいう不動産
鑑定士等の団体であり、法人格を有する県内唯一の団体であ
る。以上の要件を満たすものは、令和６基準年度鑑定評価業
務を委託した協会しかなく、協会と一括契約することにより
業務の効率化が図れる。
　※ 市外業者である公益社団法人福岡県不動産鑑定士協会
へ委託を行うことについては、物品等供給契約における地元
企業優先発注実施要綱第7項第2号（地元企業優先発注の例
外）の規定に適合するもの

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

財政局税務部固定資産税課



随意契約結果一覧表 （令和５年４月～令和５年９月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２０３５

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

財政局税務部固定資産税課

令和５年度償却資産申告書
等印刷及び印字業務

赤坂印刷株式会社 1,784,200 令和5年5月12日
　一般競争入札を行った結果、再度入札を行っても予定価格
に達する落札者がいなかったため入札不調とし、予定価格と
入札金額の乖離が些少だったため随意契約を行ったもの。

自治法
施行令
第８号

1,784,200

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　



随意契約結果一覧表 （令和５年４月～令和５年９月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２０３１

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

預貯金照会サービス利用契
約

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ九州

月額基本料
180,000（税
抜）

月額照会料
130,000（税
抜）

令和5年4月1日

　市税の滞納整理に伴う金融機関への預貯金照会は、国の
「デジタル・ガバメント実行計画」において、「書面を前提
とした照会・回答内容や業務フローを見直し、照会・回答業
務を段階的にデジタル化することで、金融機関の負担軽減及
び行政機関による迅速かつ適正な行政事務の遂行を図る」こ
ととされている。
　預貯金調査の電子化サービスを提供している事業者は、提
携している金融機関が異なる㈱エヌ・ティ・ティ・データ九
州とSocioFuture㈱のみであり、他の事業者において実施す
ることはできないため。

自治法
施行令
第2号

4,092,000

月額契約
予定総額
　4,092,000円
（10%税込）

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

財政局収税企画課


